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免除契 羊つ 1暴 ::正 全

行 期 限
壁

令和 5年 4月 1爾 から令和 5年 4月 30日 まで

払 条 件躍 検査完 了後適濃な支払請求書を提 出した 日から

とする。

30  日以 内

支払 ilぜ 延 千ll留 .

政府 契約の支掲遅延防止等 に関する法律 (昭 和 24年 法律第 256

号)の 定める ところ による。

上記の業務を請ける については、次の事項 に従い、誠実 に履行します。

1 履行期限内 :こ 本業務の完了を厳守するこ と。

2 この契約 により生じる権利 又は義務を第二者 に譲渡し、承継 させ 、又は担

保の 目的に供することができないこと。
3 業務が完 了した ときは 、貴織 (検 査員等)の 検査 に合格しな けれ ばな らな

いこ と。
4 業務 の施行 に関しては、別紙仕様書、図面及び 内訳書(以 下「 仕様書等」

という。)に 基づくこと。
5 業務の施行が仕様 書等 に適 合しない場合において 、貴職か ら仕様書等に基

づく補修の請求があつた ときは、これ に従 うこと。 この場合において 、委託

代金の増額 又 |ま 履行期限の延長の講 求はできないこと。

6 この契約 の履行 に際し知り得た秘密を第二者 に漏 らさないこ と。
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